
変更概要

◆南部大阪都市計画特別用途地区の変更 令和5年4月1日告示

【変更箇所】

◆東岸和田駅西側地区

特別業務地区
（第1種）

⇒ 無指定

＜新旧対照表＞

種類 面積 備考

特別業務地区（第1種）
約 2.5 ha

（約 4.6 ha）
卸売業務施設

（ ）内は変更前を示す

変更区域

特別業務地区
（第2種）

特別業務地区
（第1種）

第1種

第2種

特別業務地区

※特別業務地区における制限内容については、「岸和田市特別業務地区の区域内における
建築物の制限に関する条例」を参照


